
のご案内

世⽥⾕区⾵景づくり条例に基づく

協議が必要な屋外広告物協議が必要な屋外広告物

問合わせ先問合わせ先 世⽥⾕区 都市整備政策部 都市デザイン課世⽥⾕区 都市整備政策部 都市デザイン課 電  話  ︓ 03-6432-7153
F A X  ︓ 03-6432-7996
電  話  ︓ 03-6432-7153
F A X  ︓ 03-6432-7996

区 域区 域

  風景づくりのガイドライン （屋外広告物編）

屋外広告物に関する協議

　屋外広告物は、風景に大きな影響を与える要素の一つであるため、
世田谷区は、屋外広告物を計画する上での周辺の風景への配慮事項等
を示した「風景づくりのガイドライン（屋外広告物編）」を策定しました。
（ガイドラインは、区のホームページでご覧になれます。）
　また、表示面積が大きく、視認性の高い屋外広告物が多く見られる
環状７号線及び環状８号線沿道で屋外広告物を計画する場合は、屋外
広告物の色彩や大きさ・位置、デザイン、周辺の風景との調和などに
関する区との協議が必要です。

環状７号線及び環状８号線に面する敷地

規 模規 模
東京都屋外広告物条例に定める屋外広告物で
表示面積の合計が 10 ㎡を超えるもの

⾏ 為⾏ 為
屋外広告物の設置又は表示内容の変更

住まい・街づくり・環境世⽥⾕区ホームページ ⾵景づくり ⾵景づくりに関する条例・計画 屋外広告物による⾵景づくり
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環状７号線

環状８号線



⼿続きの流れ⼿続きの流れ

その他主な⼿続きの問い合わせ先その他主な⼿続きの問い合わせ先

事 前 相 談
（計画の早い段階からご相談ください。）

協議書の提出時期

許可申請の前　かつ　変更可能な段階

協 議 終 了

せたがや風景
デザイナー

屋外広告物に関する指針・基準との適合を確認する
ため、事業者と専門家、区の３者で協議を行います。

行 為 の 着 手

自己の敷地及び建築物に屋外広告物を設置するとき 建築調整課 建築調整担当　　03-6432-7160

土木計画調整課 占用担当　　03-6432-7960

世田谷総合支所 街づくり課　03-5432-2872
北沢総合支所 街づくり課　　03-5478-8031
玉川総合支所 街づくり課　　03-3702-4539
砧総合支所 街づくり課　　　03-3482-2594
烏山総合支所 街づくり課　　03-3326-9618

区道上空に屋外広告物を設置するとき（道路占用申請）

※環状７号線及び環状８号線の道路占用は、東京都建設局第二建設事務所
　管理課（03-3774-8184）へお問い合わせください。

地区計画及び地区街づくり計画の区域に屋外広告物を
設置するとき

協議書 の 提出

東京都屋外広告物条例に基づく
設置の許可申請

その他法令等の手続き

完了報告書 の 提出

変更協議書 地区計画及び地区街づくり計画による届出の
前に都市デザイン課との協議をお願いします。

※行為に着手する３０日前までに届出が必要です。一部届出を要しない
　ものがありますので、各総合支所街づくり課へお問い合わせください。

事業者
（設計者）

世田谷区


